
　
母
子
保
健
推
進
員
は
、
地
域
の
子
ど

も
た
ち
の
健
や
か
な
成
長
を
願
い
活
動

し
て
い
ま
す
。
い
つ
で
も
、
気
軽
に
声

を
か
け
て
く
だ
さ
い
。

問
　
健
康
福
祉
課
　
保
健
予
防
係

　☎

　０
９
６
８・８
６・５
７
２
４

福
祉
･
介
護
相
談
会

　
福
祉
・
介
護
の
相
談
会
を
開
催
し
ま

す
。
個
別
に
社
会
福
祉
士
な
ど
の
専
門

職
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
お
気
軽
に
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

参
加
対
象
　
町
内
で
介
護
し
て
い
　
　 

る
人
、
介
護
さ
れ
て
い
る
人
、
福
　

祉
や
介
護
に
興
味
が
あ
る
人
な
ど
。

と
き
　
８
月
12
日
水
　

　
　
　
午
後
２
時
～
４
時

と
こ
ろ
　
和
水
町
福
祉
セ
ン
タ
ー

参
加
費
　
無
料

参
加
方
法
　
電
話
で
事
前
に
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

問
　
本
庁
　
健
康
福
祉
課
　
地
域
包
括

支
援
係
　
担
当
：
日ひ

永え
い

（
社
会
福
祉
士
）

　☎
０
９
６
８・８
６・５
７
２
４

母
子
保
健
推
進
員
を
紹
介
し
ま
す

母
子
保
健
推
進
員
と
は
？

　
町
か
ら
委
嘱
し
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
、
担
当
地
区
で
妊
娠
や
子
育
て
に

関
す
る
身
近
な
相
談
を
受
け
た
り
、
保

健
師
と
連
携
し
、
担
当
地
区
の
家
庭
訪

問
や
町
の
母
子
保
健
事
業
の
お
手
伝
い

を
し
て
い
ま
す
。

活
動
内
容

◇
家
庭
訪
問

　
赤
ち
ゃ
ん
が
い
る
家
庭
を
訪
問
し
て
、

乳
幼
児
健
診
な
ど
の
情
報
提
供
を
行
い
、

お
母
さ
ん
と
赤
ち
ゃ
ん
の
健
康
状
態
を

確
認
し
た
り
、
育
児
や
産
後
の
い
ろ
い

ろ
な
不
安
や
悩
み
を
聞
き
育
児
の
相
談

に
の
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ

の
際
に
子
育
て
や
地
域
の
情
報
（
子
育

て
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
）
を
紹
介
し
て

い
ま
す
。

◇
母
子
保
健
事
業
の
サ
ポ
ー
ト

　
乳
幼
児
健
診
や
フ
ッ
化
物
塗
布
事
業

な
ど
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

◇
定
例
会

　
２
カ
月
に
１
回
集
ま
り
、
子
育
て
な

ど
に
関
す
る
学
習
会
な
ど
を
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
活
動
に
必
要
な
知
識
を
身

に
つ
け
ら
れ
る
よ
う
研
修
会
な
ど
に
も

参
加
し
て
い
ま
す
。

石原　佳奈さん
（担当地区）中央校区

（江光寺、馬場、中路、皆行原、
立石、浦谷、大江田）

竹下　和代
（担当地区）緑校区

（板楠東、板楠西、住吉、西口）

髙木　美智代
（担当地区）西校区、東校区、
中央校区

（藤田、前原、米渡尾、中央団地）

橋本　香織
（担当地区）神尾校区

（上・下津田、上・中・下岩）

池上　順子
（担当地区）緑校区

（上十町、山十町、中十町）

柿原　郁恵
（担当地区）春富校区

廣田　理恵
（担当地区）南校区、中央校区
（中原、牧野、寺山、白石、
北原、鶯原）

浦部　明日香
（担当地区）神尾校区

　   （野田、上・下大田黒、
　    上・下平野）

町からのお知らせ

以
上
の
重
度
障
が
い
者
に
対
し
て
支
給

さ
れ
る
手
当
で
す
。

　
た
だ
し
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
な
ど

に
定
め
る
施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
、

病
院
や
診
療
所
に
３
カ
月
を
超
え
て
入

院
し
て
い
る
人
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

障
害
児
福
祉
手
当
と
は
？

　
身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神
に
重
度
の

障
が
い
が
あ
り
、
日
常
生
活
に
常
に
介

護
を
必
要
と
す
る
20
歳
未
満
の
重
度
障

が
い
児
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
手
当
で

す
。

　
た
だ
し
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
な
ど

に
定
め
る
施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
に

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は
？

　
20
歳
未
満
で
身
体
・
知
的
・
精
神
に

中
度
以
上
の
障
が
い
が
あ
る
子
ど
も
を

養
育
し
て
い
る
父
母
、
ま
た
は
、
両
親

に
代
わ
っ
て
養
育
し
て
い
る
人
に
対
し

て
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

問
　
健
康
福
祉
課
　
障
が
い
福
祉
係

☎
０
９
６
８・８
６・５
７
２
４

　
住
民
課
　
健
康
福
祉
係
　
　
　
　

☎
　
０
９
６
８・３
４・３
１
１
１

特
別
障
害
者
手
当
･
障
害
児
福
祉

手
当
･
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
所

得
状
況
届
な
ど
の
受
付

　
今
年
度
の
所
得
状
況
届
な
ど
の
受
付

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
防
止
の
た
め
、
郵
送
で
の
提
出
も
可

能
で
す
。

　
期
間
中
に
確
認
で
き
な
い
と
、
手
当

を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

届
出
期
間

８
月
13
日
木
～
８
月
17
日
月
　
平
日
　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

　
※
上
記
の
期
間
に
提
出
が
難
し
い
人

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

必
要
な
も
の

特
別
障
害
者
手
当
･
障
害
児
福
祉
手
当

　
印
鑑
、
所
得
状
況
届
、
現
況
届
な
ど

特
別
児
童
扶
養
手
当
　

印
鑑
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状

況
届
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書
、

個
人
番
号
が
わ
か
る
も
の
（
受
給

者
・
配
偶
者
・
児
童
・
扶
養
義
務
者
）

な
ど

特
別
障
害
者
手
当
と
は
？

　
身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神
に
著
し
く

重
度
の
障
が
い
が
あ
り
、
日
常
生
活
に

常
に
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
20
歳

第
11
回
特
別
弔
慰
金
請
求
書の

受
付

　
戦
後
75
周
年
に
あ
た
る
令
和
２
年
に
、

国
の
平
和
と
繁
栄
の
礎
と
な
っ
た
戦
没

者
な
ど
へ
国
と
し
て
改
め
て
弔
慰
の
意

を
表
す
る
た
め
、
戦
没
者
な
ど
の
遺
族

に
特
別
弔
慰
金
（
記
名
国
債
）
を
支
給

す
る
も
の
で
す
。

支
給
内
容
　
額
面
25
万
円
、
５
年
償
還

の
記
名
国
債
（
年
額
５
万
円
）

　
第
１
回
目
償
還
日
　

　
令
和
３
年
４
月
15
日

　
以
後
毎
年
４
月
15
日
以
降
、
償
還
先

郵
便
局
な
ど
で
受
け
取
り
が
で
き

ま
す
。

　
※
償
還
日
が
過
ぎ
た
も
の
は
、
ま
と

め
て
受
け
取
り
が
で
き
ま
す
。

請
求
期
間
　
令
和
２
年
４
月
１
日
～
令

和
５
年
３
月
31
日

　
※
請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と
第
11
回
特

別
弔
慰
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

支
給
対
象
者
　
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当

時
の
遺
族
で
、
令
和
２
年
４
月
１
日

（
基
準
日
）
に
、「
恩
給
法
に
よ
る
公

務
扶
助
料
」
や
「
戦
傷
病
者
戦
没
者

遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
」

な
ど
を
受
け
る
人
（
戦
没
者
な
ど
の

妻
や
父
母
な
ど
）
が
い
な
い
場
合

に
、
次
の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の
遺

族
１
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

１
　
令
和
２
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷

病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る

弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
人

２
　
戦
没
者
な
ど
の
子

３
　
戦
没
者
な
ど
の
①
父
母
②
孫
③
祖

父
母
④
兄
弟
姉
妹

　
※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
、
生
計

関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か

に
よ
り
、
順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

４
　
右
記
１
～
３
以
外
の
戦
没
者
な
ど

の
三
親
等
内
の
親
族
（
甥
、姪
な
ど
）

　
※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
引
き

続
き
１
年
以
上
の
生
計
関
係
を
有

し
て
い
た
（
基
本
的
に
同
一
の
戸
籍

に
入
っ
て
い
た
人
）
に
限
り
ま
す
。

　
３
、４
に
つ
い
て
は
、戦
没
者
な
ど
の

死
亡
時
に
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
、

前
提
と
な
り
ま
す
。

問
（
請
求
窓
口
）　

健
康
福
祉
課
　
福
祉
係
　

☎

　０
９
６
８・８
６・５
７
２
４

住
民
課
　
健
康
福
祉
係

☎
　
０
９
６
８・３
４・３
１
１
１

町からのお知らせ
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